
建
設
企
業(

団
体)

行
動
憲
章 

―
国
民
・
社
会
か
ら
の
信
頼
に
応
え
、
社
会
的
責
任
を
果
た
す
た
め
に
― 

  

本
会
並
び
に
各
都
道
府
県
建
設
業
協
会
・
会
員
企
業
は
、
良
質
な
住
宅
・
社
会
資
本
整
備
の
推
進

は
も
と
よ
り
、
地
域
経
済
社
会
に
お
け
る
基
幹
産
業
と
し
て
雇
用
の
維
持
・
確
保
を
は
じ
め
、
国
民

の
生
命
・
財
産
を
守
る
た
め
、
災
害
時
に
お
け
る
応
急
復
旧
活
動
や
河
川
・
道
路
等
の
環
境
保
全
活

動
な
ど
、
建
設
業
と
し
て
の
特
性
を
生
か
し
た
様
々
な
社
会
貢
献
活
動
を
積
極
的
に
実
践
し
て
い
る
。 

 

ま
た
、
近
年
、｢

企
業
の
社
会
的
責
任
（
Ｃ
Ｓ
Ｒ
）
」
が
企
業
評
価
の
重
要
な
要
素
と
な
り
、
経
済

的
利
益
の
み
を
追
求
す
る
の
で
は
な
く
、
社
会
貢
献
、
環
境
保
全
、
法
令
遵
守
等
の
幅
広
い
分
野
に

お
け
る
社
会
的
要
請
に
積
極
的
に
応
え
、
社
会
の
持
続
的
な
発
展
を
目
指
す
こ
と
が
喫
緊
の
課
題
と

な
っ
て
い
る
。 

建
設
業
界
が
広
く
国
民
・
社
会
か
ら
よ
り
信
頼
さ
れ
る
産
業
と
な
る
た
め
に
は
、
建
設
企
業
は
こ

れ
ま
で
以
上
に
社
会
貢
献
、
環
境
保
全
、
法
令
遵
守
等
の
徹
底
に
取
り
組
む
体
制
整
備
を
全
社
的
に

図
り
、
経
営
者
は
も
と
よ
り
、
従
業
員
一
人
一
人
が
適
正
な
事
業
活
動
の
推
進
に
努
め
、
地
域
に
お

け
る
基
幹
産
業
と
し
て
の
使
命
と
社
会
的
責
任
を
果
た
す
こ
と
が
強
く
求
め
ら
れ
て
い
る
。 

こ
の
た
め
、
本
会
で
は
法
令
遵
守
が
社
会
的
責
任
の
基
本
で
あ
る
こ
と
を
再
確
認
し
、
各
建
設
企

業
が
倫
理
的
側
面
に
十
分
配
慮
し
、
経
済
、
環
境
、
社
会
の
側
面
を
総
合
的
に
捉
え
た
適
正
な
企
業

活
動
に
取
り
組
み
、
持
続
可
能
な
社
会
の
創
造
に
資
す
る
た
め
、
平
成
六
年
に
策
定
し
た
『
建
設
企

業(

団
体)

行
動
憲
章
』
を
改
定
し
、
本
会
並
び
に
各
都
道
府
県
建
設
業
協
会
・
会
員
企
業
の
新
た
な

行
動
規
範
と
し
て
定
め
、
そ
の
遵
守
・
徹
底
を
期
す
る
。 

 記 

 

一
．
法
令
の
遵
守 

法
令
遵
守
は
あ
ら
ゆ
る
企
業
活
動
の
基
本
で
あ
り
、
社
会
の
一
員
と
し
て
建
設
業
法
、
私
的
独

占
の
禁
止
及
び
公
正
取
引
の
確
保
に
関
す
る
法
律(

以
下
、
独
占
禁
止
法)

等
の
関
係
法
令
を
遵
守

し
、
社
会
か
ら
の
信
頼
に
応
え
る
た
め
適
正
か
つ
公
正
、
透
明
な
事
業
活
動
を
行
う
。 

特
に
、
自
由
市
場
経
済
の
基
本
原
則
で
あ
る
独
占
禁
止
法
の
遵
守
を
徹
底
す
る
た
め
、
独
占
禁

止
法
遵
守
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
策
定
等
経
営
者
自
ら
が
率
先
垂
範
し
社
内
体
制
を
整
備
し
、
独
占
禁
止

法
に
抵
触
す
る
営
業
活
動
等
の
根
絶
に
向
け
企
業
倫
理
の
構
築
に
努
め
る
。 

 

二
．
品
質
の
確
保 

将
来
に
わ
た
っ
て
供
用
さ
れ
る
有
用
で
良
質
な
住
宅
・
社
会
資
本
等
を
国
民
に
提
供
す
る
と
の

使
命
を
認
識
し
、
公
共
工
事
の
品
質
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
精
神
を
尊
重
し
て
優
良
な
施

工
体
制
・
品
質
が
確
保
で
き
る
適
正
な
価
格
で
の
受
注
に
努
め
る
と
と
も
に
、
品
質
の
低
下
、
安

全
対
策
、
労
働
条
件
等
へ
悪
影
響
を
及
ぼ
す
低
価
格
受
注
は
行
わ
な
い
。 

 



三
．
信
頼
さ
れ
る
施
工 

国
民
の
安
全
・
安
心
と
高
齢
化
社
会
の
到
来
を
踏
ま
え
、
安
全
性
、
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
・
デ
ザ
イ

ン
、
省
資
源
、
環
境
保
全
の
実
現
に
重
点
を
お
き
、
建
築
基
準
法
等
の
関
係
法
令
を
遵
守
し
、
国

民
・
社
会
か
ら
信
頼
さ
れ
る
施
工
に
努
め
る
。 

 

四
．
技
術
者
・
技
能
者
の
確
保
と
技
術
・
技
能
の
継
承 

も
の
づ
く
り
の
原
点
で
あ
る
技
術
力
の
研
鑽
に
積
極
的
に
取
り
組
み
、
優
れ
た
技
術
者
、
技
能

者
の
確
保
と
、
将
来
に
亘
っ
て
技
術
・
技
能
の
継
承
が
で
き
る
環
境
づ
く
り
に
努
め
る
。 

 

五
．
適
正
な
労
働
環
境
の
維
持
と
改
善 

従
業
員
の
安
全
と
健
康
の
維
持
・
確
保
は
何
よ
り
も
優
先
さ
れ
る
最
重
要
課
題
で
あ
る
。
安
全

で
快
適
な
職
場
環
境
を
確
保
す
る
た
め
に
、
労
働
基
準
法
、
労
働
安
全
衛
生
法
等
の
関
係
法
令
を

遵
守
す
る
と
と
も
に
、
自
律
的
な
労
働
安
全
衛
生
対
策
を
推
進
す
る
体
制
整
備
に
努
め
、
安
全
第

一
主
義
を
徹
底
す
る
。 

ま
た
、
多
様
な
人
材
、
雇
用
・
就
労
形
態
に
相
応
し
い
労
働
環
境
を
整
備
し
、
従
業
員
の
将

来
展
望
が
描
け
る
豊
か
で
ゆ
と
り
あ
る
雇
用
労
働
条
件
の
確
保
に
努
め
る
。 

 

六
．
環
境
問
題
へ
の
積
極
的
対
応 

地
球
温
暖
化
や
環
境
汚
染
等
の
環
境
問
題
へ
の
取
り
組
み
が
世
界
共
通
の
課
題
と
な
っ
て
い

る
。
建
設
業
界
に
お
い
て
も
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
、
大
気
汚
染
防
止
法
等
の

関
係
法
令
を
遵
守
し
、
環
境
問
題
に
対
す
る
意
識
の
高
揚
と
体
制
整
備
を
図
り
、
持
続
可
能
な
循

環
型
社
会
の
形
成
に
向
け
て
、
リ
フ
ュ
ー
ズ
、
リ
デ
ュ
ー
ス
、
リ
ユ
ー
ス
、
リ
サ
イ
ク
ル
の
推
進
、

建
設
副
産
物
の
適
正
処
理
、
ア
ス
ベ
ス
ト
等
有
害
物
質
対
策
の
徹
底
等
に
真
摯
に
取
り
組
み
、
地

球
環
境
の
維
持
・
保
全
に
努
め
る
。 

 

七
．
公
正
透
明
な
政
治
参
加 

政
治
、
行
政
、
発
注
者
と
の
健
全
か
つ
透
明
性
の
高
い
関
係
を
構
築
す
る
た
め
、
政
治
資
金
規

正
法
、
公
職
選
挙
法
等
の
関
係
法
令
を
遵
守
す
る
。 

 

八
．
暴
力
団
等
の
排
除 

建
設
業
か
ら
の
暴
力
団
等
の
排
除
に
つ
い
て
は
、
警
察
、
発
注
者
と
の
連
携
を
強
化
し
て
こ
れ

ま
で
以
上
に
厳
正
に
対
処
し
、
全
て
の
建
設
工
事
に
お
い
て
暴
力
団
等
に
よ
る
不
正
行
為
や
不
当

介
入
の
根
絶
に
努
め
る
。 

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
事
態
が
発
生
し
た
場
合
は
、
警
察
、
発
注
者
に
対
し
て
速
や
か
に
通
報
す

る
と
と
も
に
、
捜
査
に
必
要
な
協
力
を
行
う
。 

 



九
．
地
域
社
会
へ
の
貢
献 

公
益
法
人
で
あ
る
本
会
並
び
に
各
都
道
府
県
建
設
業
協
会
・
会
員
企
業
は
、
地
域
社
会
を
担
う

基
幹
産
業
で
あ
る
こ
と
を
十
分
に
認
識
し
、
建
設
業
と
し
て
の
特
性
を
生
か
し
地
域
住
民
の
安

全
・
安
心
を
確
保
す
る
た
め
、
国
・
地
方
公
共
団
体
と
の
災
害
協
定
に
基
づ
く
応
急
復
旧
活
動
を

は
じ
め
、
様
々
な
防
災
・
防
犯
活
動
に
取
り
組
む
。 

ま
た
、
地
域
社
会
の
一
員
と
し
て
、
河
川
・
道
路
等
の
環
境
保
全
・
美
化
活
動
や
地
域
の
伝
統

文
化
継
承
に
対
す
る
協
力
な
ど
、
社
会
貢
献
活
動
に
積
極
的
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
建
設
業
の

社
会
的
使
命
の
重
要
性
等
に
つ
い
て
情
報
の
提
供
を
行
う
な
ど
、
国
民
・
社
会
か
ら
正
し
い
理
解

と
よ
り
信
頼
さ
れ
る
関
係
の
構
築
に
努
め
る
。 

 

十
． 

行
動
憲
章
の
周
知
・
徹
底 

本
会
並
び
に
各
都
道
府
県
建
設
業
協
会
・
会
員
企
業
は
、
本
行
動
憲
章
を
尊
重
し
て
法
令
遵
守

体
制
の
整
備
に
積
極
的
に
取
り
組
む
と
と
も
に
、
従
業
員
は
も
と
よ
り
専
門
工
事
業
者
等
へ
の
周

知
・
徹
底
に
努
め
る
。 

ま
た
、
本
憲
章
に
反
す
る
行
為
・
事
態
が
発
生
し
た
場
合
は
問
題
解
決
に
全
力
で
取
り
組
み
、

原
因
究
明
と
再
発
防
止
に
努
め
る
。 

  

平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
二
日 

 

社
団
法
人 

全
国
建
設
業
協
会 


